
令和８年度 団体受入について                  各務原市少年自然の家 

R７．１０．１６ 更新 

 

令和８年度より、下記のとおり団体受入の運用が変更になります。 

 

 

 

 

 

 

 

１．利用条件について 

平日の２団体目の利用については、下記の条件を満たす場合に限ります。 

① 予約空き状況カレンダーにおいて、申込可能日となっていること 

② 追加で予約する団体の規模は「８０名以下」であること。  

③ 下表の区分で「〇」となっていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.今後のスケジュール 

令和８年１月１４日（水）より、【２団体受付用 Logoフォーム】にて、「受付」を開始します。 

 

３．その他  

・事前打ち合わせは、活動場所や活動内容等の重なりを避けるため、２団体合同で行います。 

 ※事前打ち合わせの日程調整は少年自然の家が行います。 

【区分】 
あ な た の 団 体 

小学校 中学校 高・大 幼保園 支援学校 子ども会 スポ少 その他 

先

に

予 

約 

し

た

団

体 

小学校 〇 〇 〇 〇 × × × × 

中学校 〇 〇 〇 〇 × × × × 

高・大学 〇 〇 〇 〇 × × × × 

幼保園 × × × 〇 × × × × 

支援学校 × × × × × × × × 

子ども会 × × × 〇 × 〇 〇 〇 

スポ少 × × × 〇 × 〇 〇 〇 

その他 × × × 〇 × 〇 〇 〇 

令和７年度（現行） 

【平日】・・・ １日に １団体のみ利用可 

 

令和８年度（来年度） 

【平日】・・・ １日に ２団体の利用可 

 


